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Ⅲ下宿・通学について

1 下宿について  

（１）下宿の紹介・斡旋
　下宿の紹介・斡旋は、立命館生活協同組合、株式会社クレオテックが行っています。後日、本学より立命館生活協
同組合および株式会社クレオテックの下宿斡旋や学生生活に関わる保険の紹介など、新しい学生生活のための資料「入
学準備資料」をお送りします。ただし、海外の住所には発送しておりません。
　なお、本学には「学生寮」はありません。

　「住まいさがし」（宅地建物取引業免許　国土交通大臣（６）第５６０４号）
　　衣笠キャンパス　　　　　　　TEL　０１２０−６０６−３１５
　　びわこ ･くさつキャンパス　　TEL　０１２０−０７７−３９０
　　大阪いばらきキャンパス　　　TEL　０１２０−２８３−４８１
　インターネットで住まいさがし、新入学準備は下記ウェブサイトもご覧ください。
　　https://www.ritsco-op.jp

　「住まいさがし」（宅地建物取引業免許　国土交通大臣（５）第５８６３号：2024 年２月免許更新予定。）
　　https://www.creotech.co.jp/apart/index.html
　※電話番号は、URL、二次元バーコードを参照しご確認ください。

　※株式会社クレオテックは、学校法人立命館の全額出資会社です。

（２）下宿探しの注意事項
　入居時の契約の際には、礼金 ･敷金 ･更新料等の支払内容をよく確認し理解のうえ、手続きを行ってください。領
収書 ･契約書等は契約手続が終了しても、部屋を退去するまで大切に保管してください。なお、おとり広告（物件が
存在しない広告等）にも注意してください。

2 通学定期券の購入について  

（１）利用目的
通学を目的として利用する場合に限ります。
※利用目的がクラブ活動やアルバイト、就職活動等の場合は購入できません。

（２）購入できる区間
学生証の在籍確認シールに記載した現住所の最寄駅から所属キャンパスの最寄駅までです。

（３）購入時に必要なもの
学生証（新入生オリエンテーションで交付します）の提示が必要です。
※�裏面に有効期限内の在籍確認シールおよび在籍確認シール下部に当該年度のシールが貼られていない場合や、現住所と通学区間が記載されていない場合は購入

できません（本学では在籍確認シールが通学証明書を兼ねています）。学生証が交付されたら在籍確認シールに現住所と通学区間を必ず記入してください。

（４）その他留意事項
① 2社線以上の連絡がある場合は、交通機関ごとに区間を分けて記入してください。
②在籍確認シールの通学定期券発行控欄が不足した場合、学びステーションに申し出てください。
③住所変更した場合は、大学の訂正印が必要です。学びステーションで住所変更の手続をしてください。

　〈参考：主要交通機関における最寄駅〉

交通機関
最寄駅

衣笠キャンパス びわこ・くさつキャンパス 大阪いばらきキャンパス

ＪＲ西日本
円町、花園　※ JR京都線、琵琶湖線、湖西線、奈良線を利用
する場合に限り、京都および二条も最寄り駅とする

南草津 茨木

近畿日本鉄道 京都 京都 京都
阪急電鉄 西院、大宮 − 南茨木、茨木市
京阪電鉄 接続駅でバス運行本数などによるため、最短経路であればよい
大阪モノレール − − 宇野辺、南茨木

京都市交通局
地下鉄 西大路御池

− −
バス 立命館大学前、わら天神、衣笠校前

近江鉄道バス − 立命館大学 −
京阪バス − − ＪＲ茨木、ＪＲ茨木東口

立命館生活協同組合

株式会社クレオテック

https://www.ritsco-op.jp
https://www.creotech.co.jp/apart/index.html
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3 自動車通学（全面禁止）・バイク・自転車通学に関する本学のルール 〜新入生と父母の皆さんへ〜  

　学生のキャンパス内外における事故の発生を防ぐと同時に本学周辺住民に迷惑をかけず地域の生活環境と安全を確保す
るという観点から、通学は徒歩もしくは自転車、またはバス・電車などの公共交通機関による方法を原則としています。
通学にあたっては、以下の事項を遵守し、必要な手続を行ってください。
　詳細は、ウェブサイトを参照してください。

（１）自動車通学全面禁止
自動車で通学した者については、停学など厳しく処分します。

（２）バイク通学は自粛が基本
　キャンパス周辺での学生のバイク事故は、年々増加傾向にあります。学生が交通事故に遭遇し、大きな怪我を負うだ
けでなく、加害者となるケースも生じています。また、大学周辺は住宅地域であり、バイクの騒音や迷惑駐車などで住
民の生活環境に被害を及ぼすことがあります。
　こうした理由からバイク通学は自粛を基本とし、課外自主活動やその他の事情でどうしても必要な場合に限り、バイ
ク登録をしたうえで所定のバイク置場に駐車することを条件に通学を許可しています。バイク通学をどうしても必要と
する場合は、以下の留意事項を確認のうえ、必要な手続をしてください。

①バイク登録制度について
　バイク通学が必要な場合は、必ず登録（有料）し、指定のバイク置場に駐車することを条件としています。登録の
手続方法については、「バイク安全運転講習会」で説明します。

②「バイク安全運転講習会」について
　本学学生のバイクによる事故の実態と各キャンパス周辺の道路事情にもとづく、事故多発事例・危険箇所、注意
事項等について説明します。ウェブサイトにて「バイク安全運転講習会」のウェブガイダンスを公開していますの
で、バイク通学をする方は、必ず受講してください。
立命館大学ホームページ＞在学生の方へ＞自転車・バイク通学について
https://www.ritsumei.ac.jp/infostudents/bike/

③任意保険の加入について
　次ページの「4保険加入のすすめ」を参照してください。

（３）自転車通学について
　自転車による事故が社会的にも問題となっているように、本学においても自転車事故が頻発しています。自転車によ
る事故は、学生が被害者になるばかりでなく、加害者となって歩行者に重傷を負わせ、多額の損害賠償を求められると
いう深刻なケースが増加しています。こうしたことから、近隣住民の方々から交通ルールを守り、安全に走行するよう
強い要請が出されています。その他、自転車の盗難、近隣への迷惑駐輪など自転車通学をめぐる様々な問題があること
から、本学では自転車登録制度を実施しています。自転車通学をする方は、必ず登録し、指定の駐輪場に置いてください。

①「自転車安全運転講習会」の受講について
　ウェブサイトにて「自転車安全運転講習会」のウェブガイダンスを公開しています。自転車通学をする方は、必
ず受講してください。
立命館大学ホームページ＞在学生の方へ＞自転車・バイク通学について
https://www.ritsumei.ac.jp/infostudents/bike/

　自転車事故の多くは、自転車のルール違反によるものです。このようなケースでは、当然、自転車乗用者の過失
責任が問われます。事故を防ぐうえでは、意外と知らない自転車のルールをよく理解したうえでこれを遵守するこ
とが最も重要です。講習会では自転車のルールと各キャンパスの道路事情に応じた事故多発箇所、事故事例、注意
事項等について説明します。

https://www.ritsumei.ac.jp/infostudents/bike/
https://www.ritsumei.ac.jp/infostudents/bike/
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②自転車登録手続について
　自転車登録手続きについての詳細は、前述の大学ホームページをご確認ください。自転車登録には以下の事項を
守ることが必要です。
　・防犯登録をしていること。
　・盗難防止のため鍵を付帯していること（二重ロック推奨）。
　・前照灯をつけていること。
　・「自転車安全運転講習会」を受講していること。
　・個人賠償責任保険に加入していること（補償額　１億円以上）。
　　事故の際に示談交渉がついている保険に加入することをお勧めします。

＜問い合わせ先＞
　衣笠キャンパス� 　びわこ・くさつキャンパス� 　大阪いばらきキャンパス
　衣笠キャンパスインフォメーション� 　ＢＫＣキャンパス管理室� 　ＯＩＣキャンパスインフォメーション

　075-465-8144� 　077-561-2621� 　072-665-2020

4 保険加入のすすめ  
　本学では、正規学生全員を対象として正課中や課外自主活動中（大学で登録した団体に限る）、また大学施設内にいる
間に生じた不慮の事故（急激かつ偶然な外来の事故）によって身体に障害（ケガ）を被った場合に備えて、「学生教育研
究災害傷害保険（学研災）」に加入しています。これらの条件下においてケガをした場合には、学研災の対象となる場合
がありますので、まずは各キャンパス学生オフィス窓口に相談し、手続を行ってください。
　しかし、この「学研災」には最低必要な治療日数の定めがあり、また病気や通学途中の事故や病気などには対応していません。
　学生生活では、通学途中の交通事故や思わぬ病気やケガに遭遇することがあります。実際に、自転車事故で加害者とな
り、多額の賠償を求められるケースなども増えています。このような事態に備え、任意保険に加入することをお勧めします。

バイク等の「任意保険」の加入について
　近年の交通事故における損害賠償額は非常に高額になっています。法律で加入が義務つけられている自賠責保険だけで
は補償できないケースが増加していますし、物損事故は、そもそも補償されません。一方で、任意保険に加入していれば
事故後の話し合いに保険会社が専門的な視点でアドバイスおよび交渉をし、被害者 ･加害者どちらの立場になっても大き
なトラブルを避けることができます。交通事故を起こさないように細心の注意を払うとともに、必ず任意保険にも加入し、
不測の事態に備えてください。任意保険の適用は、自賠責保険加入が条件となっています。自賠責保険の加入 ･更新も忘
れずに行ってください。

＜大学内で加入手続きができる保険＞

立命館生活協同組合：「学生総合共済」「学生賠償責任保険」
� TEL　０１２０−４６５−０９８
� URL　https://www.ritsco-op.jp/

（株）クレオヒューマン：「立命館大学　学生総合保障制度（学生・こども総合保険）」
� TEL　０７５−４６３−９１７８
� URL　https://www.creohuman.co.jp/business/insurance/student/
� 　※株式会社クレオヒューマンは、株式会社クレオテックの全額出資会社です。
� 　※株式会社クレオテックは学校法人立命館の全額出資会社です。

https://www.ritsco-op.jp/
https://www.creohuman.co.jp/business/insurance/student/

